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どんな資産が
あるのかな…？

詳しくは応募要項をご覧ください。
【応募要項】区役所6階61番窓口、区社会福祉
協議会（フレンズ戸塚）、区内地域ケアプラザで
配布、または区ホームページからダウンロード
　 

▲申請団体の活動の様子
子どもから高齢者までスポーツに親しみ触れ合うイベント
「スポーツフェスティバル」（NPO ぷらっと）

地域の見守りや、多世代交流の活動な
ど、より良い地域づくりを目的とした
取組に必要な経費を一部補助します。

　地域の皆さん、団体や地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役
所などが協働して、支えあい助けあう地域社会を目指し、取組を進
めています。現在、来年度から始まる「第4期計画」を策定中です。

区役所ホームページでも
ご覧になれます。

▼

地域のために活動を始めてみませんか？

とつかハートプラン
（戸塚区地域福祉保健計画）
もっと素敵な戸塚に・・・

とつかハートプラン補助金募集中
11月30日まで

洪水ハザードマップを
区役所でお配りしています

あなたの大切な人のために
書いてみませんか？

介護・医療のこと資産・相続・遺言のこと

大雨や台風などに備えて

　　 区役所庶務係（ 866-8307  881-0241） 　　 区役所事業企画担当（ 866-8424  865-3963）

　戸塚区では、令和元年に戸塚区版エン
ディングノート「わたしのライフデザイン
ノート」を作成しました。自分の思いを残
し、伝え、自分らしく生きるために、今まで
の人生や家族との大切な思い出を振り
返りながら書いてみませんか？

・受けたい介護サービス
・延命治療の希望の有無
・判断に迷ったら〇〇に決めてほしい  など

いつまでも
元気とは限らない…

介護が必要になった時の
ことも考えておこう

　　 区役所高齢者支援担当（ 866-8462  881-1755）

あの人には
連絡して欲しいわペットのお世話は

〇〇に
頼んであることを
伝えておこう

・加入している保険、受取人
・所有している不動産
・遺言書の有無、保管場所

など

整理されていると
みんな分かりやすいわね

ノートを
残しておいてくれたら
いざという時に
慌てずに済みそう！

こんな風に
考えているのね！
思いを知ることが
できてよかった！

〇遺言としての法的効力はありません
その分、自由に自分の思いや希望を書くことができます！
〇家族が見つけられるように
わたしのライフデザインノートを書いていることや保管
場所を伝えておきましょう。

近年の気象の変化をふまえて
想定される降雨量などを見直しました

ホームページから閲覧・
ダウンロードもできます。

▼

介護や
医療機関にかかる
必要が出てきたな
私が決めて
いいのかしら…

携帯やパソコンの
パスワードも
書いておこう

9階91番窓口▼ 「防災関係資料コーナー」
区役所2階、9階

▼

でとつかハートプラン 検索

とつか
ハートプランマスコット

「こころん」

「わたしの
ライフデザインノート」
区役所２階９番窓口、
地域ケアプラザで
配布しています。
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　　 区役所こども家庭支援担当（　 866-8485   866-8473）

放課後放課後

クラブにはそれぞれ特色があります。事前に見学
などもできるので、小学校の放課後の過ごし方に
ついて家族みんなで話し合ってみてくださいね。

来年子どもが小学生に
なるんだけど、子供たち
は放課後どう
過ごすように
なるんだろう・・？

放課後
キッズクラブ

放課後
児童クラブ

利用
料金

留守家庭などの小学生
・平日（放課後～19時）延長あり
・土曜、長期休業期間（8時30分～19時）
8,500円／月（平均）
※減免制度ほか、
詳細は各クラブへ

対象
開所
時間
利用
料金

区内の小学生が放
課後を

楽しく安全に過ごせ
る場所

は大きく２つあります
！

朝・夕の延長や、習い事への
外出もできるから、共働きに
は助かっているわ。
（各クラブにより詳細は異なります。） うちが通っている

ところは、夏休みに
お弁当が頼めたり、
親子ともども支えて
もらっています。

いろいろな学校や
学年のお友達と
過ごせて、楽しいよ！学校の

敷地内だから、
移動が近いよ！

17時まで無料（17時以降800円＋おやつ代100円）
※この区分での利用は、コロナウイルス感染症拡大防止
などのやむを得ない事情により利用できないことがあります。

19時まで利用可能（5,000円／月＋おやつ代100円／日）
※市民税所得割非課税世帯、生活保護受給世帯は2,500円/月額です。

利用区分１

利用区分2

「遊びの場」として利用

「留守家庭等児童の生活の場」として利用
※就労証明書などが必要

・当該小学校に通学する小学生（当該小学校
区内に居住する私立などの小学生も可）
・平日（放課後～19時）延長なし
・土曜、長期休業期間（8時30分～19時）

対象

開所
時間

※令和2年4月1日から、戸塚区の「はまっ子ふれあいスクール」は全て「放課後キッズクラブ」になりました。

放課後デイサービスの
お迎えが来るまで、

キッズクラブで過ごすことも
できるので安心！

（区内27カ所） （区内15カ所）

※利用料のほか、障害見舞金制度加入費用500円（年間）が必要
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区役所からのお知らせ
空家無料相談会
専門家があなたの住まいのお悩みを解決しま
す！①セミナー(時間入れ替え制全4回)②法
律・不動産などの専門家による個別相談
９月29日（火）16時～20時 区役所８階大会
議室 市内在住または市内に空家を所有し
ている人：先着①各20人②20組 ９月23日
までに 、 、または から申込み。

空家無料相談会 で検索
建築局住宅政策課

（ 671-2922 641-2756）

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）
養成講座
食育・健康づくりボランティアの養成講座

10月５日～2021年３月１日（月）13時30分
～15時30分（全9回） 区役所５階栄養相談
室ほか 区内在住、８回以上参加できる人
で講座修了後にヘルスメイトとして活動でき
る人：先着15人 1,210円（テキスト代）

８月11日 ～9月10日 ま で に
（ を記入）で区役所健康づくり係へ（
866-8427 865-3963）または区役所６
階62番窓口で受付

健診・相談のお知らせ 市内在住 区役所5階健康相談室 か直接、区役所
健康づくり係へ（ 866-8426～7 865-3963）※電話申込
ができない人は、 可（ と相談内容を記入）

●健康相談：高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満などの予防法をアドバイス
●禁煙相談：たばこをやめたい人へ個別に支援

８月11日（火）午後、21日（金）午前、25日（火）午後、９月４日（金）午前、８日（火）午後個別健康相談（要予約）

子どもの相談・教室 区役所５階 ８月11日から前日までに か （ と相談内容を記入）で区役所健康づくり係へ（ 866-8426~7 865-3963）

新型コロナウイルス感染症感染予防対策のため、発熱や咳症状などがある人の参加はご遠慮ください。その他の注意事項など、詳細は区役所 でご確認ください。お願い

乳幼児食生活相談（予約制） 区内在住の0歳～就学前のお子さんの食生活などの個別相談
９月２日、１６日（水）９時～11時 母子健康手帳

「離乳食教室」 離乳食（2回食）に関する講話、実演（試食は無し）

９月１６日（水）①13時30分②14時45分 区内在住の７～８か月児と
保護者：先着各10組 だっこひも

マーク
の説明

日時・期間  講師・出演者  会場  対象・定員  費用  保育  持ち物  申込み  問合せ   電話番号  ファクス番号  休館日 E メー
ルアドレス  ホームページ とある場合は、行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・往復はがきの場合は返信面を明記してください。

編集・発行 区役所広報相談係（ 866-8321 862-3054）

【意見募集】区民の読書活動を推進するた
めの「第二次戸塚区読書活動推進目標（素
案）」に対するご意見をお聞かせください
※素案・意見募集用紙は区役所地域活動係（9
階94番窓口）、区役所3階情報コーナー、戸
塚図書館（4番窓口）、東戸塚駅行政サービス
コーナー、区内地区センター・コミュニティハ
ウスまたは区ホームページからご覧になれま
す。 第二次戸塚区読書活動推進目標 で検索

8月31日までに意見募集用紙に記入の
うえ、郵送、 で区役所地域活動係（〒244-
0003戸塚町16-17 866-8416 864-
1933）へ。または直接区役所地
域活動係（9階94番窓口）か戸塚
図書館（4番窓口）へ。二次元コー
ドからも受付可。

食品衛生責任者指定講習会
①８月２１日（金）②９月１８日（金）14時～15時30分

（13時30分受付） 区役所８階大会議室A 食
品衛生責任者証、筆記用具 各回の前日まで
に、 か （ と希望日を記入）で区役所食
品衛生係へ（ 866-8474　 866-2513）

コロナ禍でも  きちんと打とう  予防接種！！パパ
ママへ

調査会社に委託して地下漏水調査を実施します。
【調査期間】９月上旬から12月下旬までの平日
【調査対象】道路下及びお客さまの水道

メーターから道路側の水道管
※お客さまの宅地内にある水道メーターで漏水音の確認をします。

（ご不在の場合は、宅地内には入らず道路上で調査を行います。）
※調査員は水道局が発行した身分証明書を携行しています。

水道局配水課漏水管理係（ 331-1838 332-1442）

水道局からのお知らせ

「はじめての歯ぴか教室」 はじめての歯みがきと離乳食のお話、親子体操

９月25日（金）10時～11時30分 区内在住の４～6か月児と保護者：先着24組 
母子健康手帳、バスタオル（おむつ交換の際に使用）

※乳幼児健康診査（対象となる人へ個別通知をお送りします）、妊産婦健康相談、
乳幼児・妊産婦歯科相談については、実施状況を区役所 でご確認下さい。

9～12月号は
保存版を発行します！！

各号で決められたキーワードを集
めるとお年玉プレゼントが当たるか
も　 ぜひ抜きとって保存してね。

9月は
防災特集




